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地域共生社会の実現に向けて
～少子高齢化の進行と地域での支えあい活動について～

平成30年1月27日
八王子市社会福祉協議会 支えあい推進課

○現行の公的なサービスの提供が維持できない!

少子高齢化、
核家族化の進

展

地域のつながり
の希薄化

対象者別の支
援制度

○制度の谷間にある生活困窮世帯などに、支援が行き届かない!

地域共生社会の必要性

支援対象者の
増加やニーズ

の増大

2045年には
都民の1/3高齢者

複合ニーズ
世帯増え続ける

社会保障費

人材不足

2025年には介護専門職が
3万6千人不足 8050問題・Wケア・

不登校・ひきこもり
など

0

出典:厚生労働省
平成 28 年国民生活基礎調査の概況
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学習
協働

育成
ﾈｯﾄﾜｰｸ

④課題の改善

ご近所

シニアクラブ

ボランティア
NPO

企業・商店

町会・自治会

学校 PTA

こども会

社会福祉法人
福祉団体等

④課題の把握

住民 ①相談・提案・
参加

行 政

地域課題の解決の仕組みづくり
～市民力・地域力を活かした～

②
地域
協働の
ﾌﾟﾗｯﾄ
ﾎｰﾑ

地域福祉
推進拠点

(地域福祉
専門職
：CSW)

1. 住民主体による福祉活動の推進と支援

2. 総合相談・生活支援体制の整備

地域共生社会の実現に向けた「当面の取り組み」

生活支援体制づくり
（生活支援コーディネーター)

小地域（より身近な圏域）における

市民活動
協議会

民生委員
児童委員

ネットワーク
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地域福祉推進拠点の目指すもの

地域の課題は地域力で解決できるように、市民の方や関係団体を巻き込みながら、
地域のつながり作りや課題解決に向けた体制整備を支援します

【地域力の支援】

地域で生活していく上で、どこに相談すればよいかわからない
“こまりごと”や、地域で活動したいけれど、どんな活動がある
のかわからないなど、身近な問題や疑問の相談を受け付け
ます

地域の課題を解決できる人材を発掘育成するとともに、市
民のかたに対して福祉のまちづくりに関心を持ってもらえるよう
呼びかけます。また、必要時に拠点を場として提供します

町会・自地域の関係者や専門機関などのつなぎ役となり、
支援を必要とする人を、地域の活動や公的なサービスに
結びつけます

３
地域福祉
推進拠点の

つの場

地域の身近な相談の場

地域活動の支援の場

地域の力がつながる場
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地域福祉推進の6つの圏域
圏 域 地域福祉推進拠点

北部 石川（石川事務所2階 ☎649-3390）

西部 川口（川口事務所2階 ☎652-9116）

西南部 設置調整中

中央 設置調整中

東南部 設置調整中

東部 設置調整中

はじめまして!
地域福祉の専門職

コミュニティ
ソーシャル
ワーカー です。

お気軽にご相談ください!

Ｃ
Ｓ
Ｗ

地域福祉推進拠点の体制について
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社会福祉協議会（社協）
～社協と行政との関係は「ともに地域福祉を推進するパートナー」
「社協」は「行政」とともに、市町村域全体を視野に地域福祉を推進する公共的
な組織であり、地域における「新たな支え合い」を推進するための重要パートナー
です。

社会福祉法の目的 ＝ 住民参加、公私協働による地域福祉の推進

民間相互の協働による計画 公民のパートナーシップによる
計画

地域福祉の
推進を目指す

社協＝地域福祉活動計画
（いきいきプラン八王子）

社協が呼びかけて、住民、地域において
社会福祉に関する活動を行う者、社会
福祉を目的とする事業を経営する者が
相互協力して策定する地域福祉の推
進を目的とした民間の活動・行動計画

行政＝地域福祉計画

• 地方自治法第2条第4項に規定された基本構
想や基本計画を踏まえて、地域福祉の推進の
理念や方針を明らかにする計画。

• 地域福祉推進の主体である住民等の参加を
得て地域の要支援者の生活上の解決すべき
課題と、それに対応する必要なサービスの内容
や量、その現状を明らかにし、かつ、確保し提
供する体制を図る行政計画。

社会福祉法第１０７条に規定

役割分担
連携
協働

小地域福祉活動計画


